
砂
利
採
取
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
四
十
一
号 

砂
利
採
取
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

砂
利
採
取
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
三
年
広
島
県
規
則
第
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同

号
を
同
条
第
四
号
と
す
る
。 

第
三
条
中
「
登
記
簿
の
謄
本
」
を
「
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

第
四
条
中
「
及
び
採
取
計
画
規
則
」
を
「
、
採
取
計
画
規
則
及
び
こ
の
規
則
」
に
改
め
、
「
（
河
川
管
理

者
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
提
出
機
関
」
を
「
提
出
先
」
に
改
め
、
同
条
を
第

五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
業
務
に
関
す
る
報
告
） 

第
四
条 

法
第
十
六
条
の
認
可
を
受
け
た
砂
利
採
取
業
者
は
、
当
該
認
可
に
係
る
砂
利
の
採
取
に
伴
う
災
害

が
発
生
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
砂
利
採
取
災
害
報
告
書
を
知
事
（
河
川
管
理

者
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
（
第
五
条
関
係
） 

 

書

類

の

区

分 

提

出

部

数 

提

出

先 
 

 
 

一 

登
録
規
則
第
二
条
の
書
類 

二 

登
録
規
則
第
四
条
の
書
類 

三 

登
録
規
則
第
五
条
の
書
類 

四 

登
録
規
則
第
六
条
の
書
類 

正
本
一
通
及
び
写
し
一
通

   

土
木
局
総
務
管
理
部
技
術
企
画

課 

  
 

 
 

 
 

 

一 

登
録
規
則
第
十
条
の
書
類 

二 

登
録
規
則
第
十
二
条
の
書
類 

三 

登
録
規
則
第
十
四
条
の
書
類 

四 

第
六
条
の
書
類 

正
本
一
通 

 

 
 

 
 

 
 

一 

採
取
計
画
規
則
第
三
条
の
書
類 

二 

採
取
計
画
規
則
第
四
条
の
書
類 

正
本
一
通
及
び
砂
利
採
取

場
が
所
在
す
る
市
町
の
数

に
三
を
加
え
た
数
の
写
し

 
 

 
 

一 

法
第
二
十
条
第
二
項
の
書
類 

二 

採
取
計
画
規
則
第
五
条
の
書
類 

三 

採
取
計
画
規
則
第
六
条
の
書
類 

四 

第
四
条
の
書
類 

正
本
一
通
及
び
写
し
一
通

砂
利
採
取
場
の
所
在
地
を
管
轄

す
る
建
設
事
務
所
（
当
該
所
在

地
が
建
設
事
務
所
の
支
所
の
担

当
区
域
内
で
あ
る
場
合
は
当
該

支
所
、
当
該
所
在
地
が
広
島
港
、

小
用
港
、
大
柿
港
、
鹿
川
港
、

中
田
港
及
び
三
高
港
の
港
湾
区

域
、
草
津
漁
港
、
五
日
市
漁

港
、
美
能
漁
港
、
畑
漁
港
、
深

江
漁
港
及
び
柿
浦
漁
港
の
漁
港

区
域
並
び
に
広
島
市
似
島
海
岸

（
地
先
海
岸
を
含
む
。
）
内 



 
 

で
あ
る
場
合
は
広
島
県
広
島
港

湾
振
興
事
務
所
） 

 
 

 
 

別
記
様
式
第
四
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
五
号
を
別
記
様
式
第
四
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式

を
加
え
る
。 

                               



様
式
第
５
号
（
第
４
条
関
係
）
 

 

砂
利

採
取

災
害

報
告

書
 

 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 住
所
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 印
 

法
人
に
あ
つ
て
は
，
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
，
 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 １
 
発
生
日
時
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
（
 
 
 
曜
日
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
時
 
 
分
頃
 

 ２
 
発
生
場
所
 
 
事
業
所
名
 

所
在
地
 

災
害
発
生
箇
所
 

（
図
面
，
写
真
を
添
付
す
る
こ
と
。
）
 

 ３
 
被
害
の
状
況
 
人
的
 

物
的
 

第
三
者
 

 ４
 
災
害
の
概
要
 

 ５
 
原
因
 

  注
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 

 

   



別
記
様
式
第
六
号
中
「（

第
５
条
関
係
）

」
を
「（

第
６
条
関
係
）

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


